
生活保護費の給付事業
生活保護の適正実施事業

１ 趣 旨
生活保護の適正実施と生活保護業務の実施水準の確保のため、各福祉事務所（１９市町村）に対

する指導監査を計画的・重点的に実施するとともに、町村福祉事務所の生活保護業務が円滑かつ適
正に実施されるよう、町村福祉事務所への支援を行います。

２ 事業の概要
（１）指導監査の実施

県の定める実施要綱に基づき、次のとおり指導監査を実施
・法施行事務ヒアリング（１９福祉事務所）
・一般監査
（特別指導監査の実施事務所を除く１８福祉事務所）
・特別指導監査（１福祉事務所）
・特別監査（特定の事項に問題がある福祉事務所） 等

（２）町村福祉事務所への支援
・生活保護支援スタッフ（本庁）及び石見スタッフによる実地指導（随時）
・町村福祉事務所職員を対象とする研修の実施 等

３ 平成２６年度予算額
２６３，４２７千円 （担当課 地域福祉課）

住まい対策事業
生活困窮者自立促進支援モデル事業

１ 趣 旨
「生活困窮者自立支援法」の成立により「生活困窮者」に対し、国が全国で行うモデル事業を活

用し、平成２６年度においても相談支援及び多様な就労支援、生活支援を行うモデル事業を実施す
る。

１ 事業の概要
（１）県が行うモデル事業

生活困窮者に対する自立相談支援窓口を「島根県社会福祉協議会」に委託・設置し、次の事業を
実施する。
１）実施事業
・自立相談支援事業（訪問支援を含む）
・就労準備支援事業
・中間的就労の実施に向けた開拓・育成支援
・家計相談支援事業
・その他事業

２）実施地域
松江市（松江市と連携し実施）

３）実施期間
平成２６年度（平成２５年度から継続）

（２）市町村が行うモデル事業（予定を含む）
１）実施市町村
・浜田市、出雲市、美郷町

２）実施事業
・自立相談支援事業（訪問支援を含む）
・家計相談支援事業
・その他の事業（ネットワークの構築等）

３）実施期間
平成２６年度

３ 平成２６年度予算額
２６３，８５５千円 （担当課 地域福祉課）


